
事業概要

事業名：国道479号清水共同溝整備事業

所在地：鶴見区鶴見５丁目～旭区清水５丁目

目的：

本事業は、道路の掘り返し防止、道路空間の有効活用及び都市防災機能の向上を目的として、

平成７年度に策定された京阪神共同溝基本計画に基づき、国道４７９号清水共同溝の整備を行う
ものである。清水共同溝においては、下水道の清水～今福下水道幹線、関西電力の野江電力所
と他都市を繋ぐ幹線、水道の城東配水場から旭区・城東区への供給するための入溝が予定され
ている。

別 紙

ている。

事業内容：

全体計画 L＝２,０００m
・シールド部 内径 ５.５m L＝１,４７０m（下水道収容）

内径 ４.６m L＝１,３６０m（関西電力・水道収容）
・ボックスカルバート部 ５.７×３.３m L＝６４０m（関西電力・水道収容）
・立坑部 発進立坑１箇所、中間立坑１箇所、到達立坑２箇所
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対象事業位置図及び標準断面図
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国道４７９号清水共同溝整備概要図
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事業計画・事業箇所図（全体）

■共同溝事業延長

平成２５年３月現在

名 称 延 長 完成年度

北野都島線共同溝 １,６２４ｍ Ｓ５０

新庄大和川線共同溝 ７,２６６ｍ Ｓ６１

平成25年3月末現在、短期計画までの共同溝整備基本計画延長24.5kmのうち、12.3km（50％）の
整備が完了しており、5.7kmが事業中で6.5kmが未整備となっている。

国道479号
清水共同溝

国道308号深江共同溝 １,１６０ｍ Ｈ５

扇町供給管共同溝 ５１０ｍ Ｈ７

桜島守口線共同溝 ６３０ｍ Ｈ１１

国道479号諏訪共同溝 １,１００ｍ Ｈ１７

国道479号清水共同溝 ２,０００ｍ 事業中

御堂筋共同溝 ３,７２３ｍ 事業中

※御堂筋共同溝は、本市移管延長
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経済社会情勢等の変化

事業着手時 再評価時

○大阪市では昭和45年4月の
地下鉄谷町線工事現場で甚大

な被害をもたらした天六ガス

爆発事故を契機として、道路

の掘り返し防止、都市災害防

止の観点から、昭和46年に共
同溝（北野都島）に着手

○平成7年1月に発生した阪神
淡路大震災の際に、地下に直

接埋められた管やケーブルな

○平成16年10月に発生した新潟県

中越地震など、阪神淡路大震災ク

ラスの地震は平成7年以後も発生し

ている。

○政府の地震調査研究推進本部の

予測によると、2050年までに南

海・東南海地震の発生する確率は

80～90%である。

（平成13年9月27日 「南海トラフ

の地震の長期評価について」）

現在

○平成23年3月に東日本大震災が発

生し、阪神大震災規模の地震や南

海・東南海地震の発生が危惧されて

いる。

○政府の地震調査研究推進本部の予

測によると、南海トラフ沿いにマグ

ニチュード８以上の地震が起こる確

率は、今後10年で20％程度、50年で

は90％程度である。

（平成25年5月24日 「南海トラフ接埋められた管やケーブルな

どに比べ、共同溝の中に収容

されたライフラインの被害が

最小限に食い止められ、安全

性が高いことが証明された。

○大阪府の地震防災緊急事業5箇年

計画では、地震防災上、整備すべ

き緊急性の高い項目を総合的に判

断・抽出し、各種施設の緊急的な

整備を図り、府域の安全性の向上

に努めるものとしており、整備す

べき施設として共同溝も位置づけ

られている。

・局運営方針において、自然災害に対するまちの安全性を高めるため、「地域防災計画」を踏まえ、早期に都市基
盤施設の機能復旧を図ることができる「災害に強いまちづくり」を目指すこととしており、市民生活を支えるライフラ
インを守る幹線共同溝の整備を推進していくこととしている。
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（平成25年5月24日 「南海トラフ

の地震の長期評価(第二版）につい

て」）

○大阪府の地震防災緊急事業5箇年

計画では、引き続き、地震防災上、

府域の安全性の向上に努めるものと

しており、整備すべき施設として共

同溝も位置づけられている。



＜道路掘り返し防止に関する費用便益の概略算出について＞

・想定条件（耐用年数：75年･･･共同溝の整備等に関する特別措置法施行令より）
共同溝整備が75年の耐用年数の間に、幹線共同溝に公益施設を収容しなかった場合、75年の間に必要となる各公益施設
の想定工事回数（1度の新設＋耐用年数により必要となる入れ替え回数）並びに工事交通規制による交通渋滞により算出
する。（通常の維持費は同程度のものとし、また、経年変化の社会的割引率は考慮していません）

１．共同溝を整備しなかった場合

・公益施設をそれぞれ単独で施工した場合の工事費の算出：単独工事費（共同溝建設計画書より）×想定工事回数

関西電力 17.2億円 ×2.5回 ＝ 43.0 億円
水道 11.5億円 ×1.9回 ＝ 21.9億円
下水道 80.8億円 ×1.0回 ＝ 80.8億円 計 145.7億円・・①
※耐用年数 関西電力30年、水道 40年、下水道 75年

・国道479号における工事通行規制により余分にかかる走行時間費用の算出（工事1回あたり）

定量的効果

（調書 ３ ②③）

・国道479号における工事通行規制により余分にかかる走行時間費用の算出（工事1回あたり）
工事により想定される全幅員の1／3を規制するものとする
工事1回当りの工事期間：水道、関西電力2年とする
工事による規制区間距離は１ｋｍとする

街路事業における費用便益マニュアル：国土交通省より 11.7億円・・② 合計（①＋②） 157.4億円・・・③

２．共同溝を整備した場合

当該共同溝整備事業の総事業費 110億円・・・④

費用便益比 B/C=1.43（総便益B：③、総費用C：④）

上記のとおり、共同溝事業の目的の１つである「道路の掘り返し防止」により、共同溝を整備した場合の方が、整備しなかった場合
に比べて安価なため（③＞④）一定効果は見込まれる。また、その他目的である「都市防災機能の向上」「道路空間の有効活用」
による便益も見込まれることから、事業の投資効果はあると考えられる。

ただし、共同溝整備事業ついては現在、費用便益比(B/C)の算出マニュアルがないため、概略的に算出したものである。
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共同溝とは

定性的効果
（調書 ３ ④）

共同溝は、電話・電気・ガス・水道・下水道などの都市生活に必要な公益物件を道路の地下に
まとめて収容する構造物です。

これは、「道路交通の保全と円滑な道路交通の確保」を目的に制定された「共同溝の整備等に
関する特別措置法」に基づき、道路管理者が道路の付属物として整備・管理しています。交通量
のとても多い幹線道路において、路面の掘削に伴う公益物件の設置を規制し、公益物件の将来
計画を勘案しながら地下に設けられます。また、平成7年の阪神・淡路大震災においてもほとんど
損傷することなく、ライフラインを収容する共同溝は災害にも非常に強いことが立証されました。

激増する道路交通への対処はもちろん、都市施設の整備と防災都市作りをめざし、共同溝整備
を進めています。

施行前 施工後
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定性的効果
（調書 ３ ④）

・道路の掘り返し防止

・道路空間の有効活用
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・都市防災機能の向上



進捗率（事業費ベース）の推移（単位：％）

（見込み）

残事業の内容

・シールド工（関西電力・水道収容）
・中間立坑構築

・路面復旧工、付帯設備工
＜残事業費 約４５億円＞

今後のスケジュール（見込み）

～2015(H27)年度 シールド工（関西電力・水道収容）
2016(H28)年度2013(H25)～ 路面復旧工、付帯設備工、事業完了

事業の進捗状況、今後の進捗の見込み
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（調書 ４ ①～⑤⑦）
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事業が遅延した原因とその状況

・本事業区間は、地下鉄8号線（今里筋線）清水駅舎と一部並行
しているため、構造等について交通局と調整を行った結果、コ
スト縮減等の観点から清水駅舎築造工事において、同時掘
削・同一仮設による共同溝の一部施工を行なうこととしたが、
交通局との調整に長期間を要し、地下鉄構造物と一体となった
共同溝の一部とトンネル工事の到達部分となる立坑等の築造
が平成17年度末完了するに至った。
また、シールド施工区間については、地下鉄構造物との施工
条件の確定に伴う共同溝の形状変更（1連シールドから2連
シールドへの変更）により長期間の工期を要することになり、事
業の完成までに28年度末までの工期を要することとなった。

対応と解消の目途及びその根拠

・11年度の事業採択当初において想定された、清水共同溝と共
同施工による清水駅舎工事も交通局との調整に長期間を要し、
共同溝の構造変更に伴い長期間の工期を要することとなった
が、駅舎関連の共同溝工事もすでに完了している。

・シールド施工区間においても、下水道シールドはすでに完成し
ており、続けて、平成25年3月に関西電力・水道管シールド工
事の工事契約も締結しているため、平成28年の事業完了に向
け、今後の事業工程が確実なものとなってきている。



重点化の考え方（各種防災計画における共同溝の位置づけ）

「防災基本計画」
（中央防災会議 H20・H24年修正）

地震に強いまちづくりとして、国及び地方公共団体は、
関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収
容施設としての共同溝の整備等を行い、ライフライン施
設等の機能の確保を図るものとしている。

＜地域防災計画＞

＜防災基本計画＞ ＜地震防災緊急事業五箇年計画＞

「第4次地震防災緊急事業五箇年計画（H23～H27）」

道路構造の保全を図りつつ、地震時等の安全かつ円
滑な交通の確保等を図ることを目的として、地震災害
時にライフラインの安全を常に確保するため、市街地
において共同溝の整備を進めることとする。

本計画において、当該共同溝事業2.0kmが緊急的に
整備すべき事業として位置づけられている。

※ 地震防災緊急事業五箇年計画

（調書 ５）

「大阪市地域防災基本計画」 （H24.7）

ライフライン施設の耐震化として、共同溝は道路構造
を保全するとともにライフラインの安全性・信頼性を向
上させ、震災による都市機能の障害が、広域化、長期
化することを防止する施設であることから、共同溝ネッ
トワーク形成の推進を図っていく。

＜地域防災計画＞ ※ 地震防災緊急事業五箇年計画

「地震防災対策特別措置法」に基づき、都道府県地域
防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に
整備すべき施設等に関するものについて都道府県知
事が関係市町村との調整を踏まえて作成する。

地震防災上、整備すべき緊急性の高い項目を総合的
に判断・抽出し、安全性の向上を図る。

「大阪府地域防災基本計画」 （H24.3）

ライフラインの安全性、信頼性を確保する都市防災
及び災害に強いまちづくりの観点等から、ライフライン
事業者と協議のうえ、共同溝の整備を計画的に進める。

以上のように、本事業は各種防災計画においても、防
災対策上重要な位置づけがされている事業であり、災
害時のライフラインの安全性を確保すべく、早期完成を
目指して重点的に取り組む必要がある。
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